
そもそも とは？

固定資産税の課税対象のひとつです。土地・家屋以外の「事業の用に供する」資産をいい，減価償却
費が，法人税や所得税における所得の計算上，損金又は必要経費として扱われる資産です。

Answer

次の様な資産が対象です

共同住宅オーナーの場合

・太陽光発電設備
・路面舗装

・屋外の給排水設備

・外構（塀など）

小売業の場合

・レジスター
・陳列ケース
・広告看板
・店舗内装（テナント施工のもの）

製造・生産業の場合

・製造設備，生産設備
・ベルトコンベアー
・特殊自動車（軽自動車税対象外の車両）

・配送設備

製造・生産業の場合

会社事務所の場合

・コピー機
・事務机，椅子
・LAN設備
・応接セット

病院・薬局業の場合

・診察台，手術台
・薬品戸棚
・給食用厨房設備
・医療用機器

理容・美容業の場合

・サインポール
・シャンプー台
・消毒滅菌機
・エステ機器

会社事務所の場合

病院・薬局業の場合

理容・美容業の場合

共同住宅オーナーの場合

小売業の場合


